
  ※太枠は相談先の目安となっています。 

参考：生徒指導提要（文科省 2022.12） 

 

前兆期 初期（不安定期） 中期（膠着
こうちゃく

期） 後期（回復期） 
社会復帰 
（活動期） 

学級担任 
福祉総合相談窓口（社会福祉協議会） 

0587-32-1484 ※様々な相談に対応 

基幹相談支援センター（社会福祉協議会）  
0587-23-6713 ※障害福祉・医療的ケア児に関する相談 

※障害福祉に関する相談 

特別支援教育 

コーディネーター 

オンラインでの授業参加 

学校行事への参加 

短時間の別室登校 

NPO「フリースクール」の利用 
保護者相談会 

ホームフレンドの利用 

子育て相談室「なのはな」 0587-34-4159 

※発達、問題行動、不登校等の総合的な子育て相談 

学校教育課に随時相談可 0587-32-1436   
適応支援教室の利用 
（明日花・明日花東分室） 

医療機関を受診 

一宮児童相談センター 0586-45-1558 

※子どもの心やからだのこと、家庭や学校の問題について相談 

スクールカウンセラーの利用 

スクールソーシャル 
ワーカーの利用 

子どもたちが何らかの要因で、自信を失ったり、

不安を感じたりしたときは、周囲から声を掛けても

らうことが重要です。また、認知の特性からくる困

難さが要因となっている場合もあります。 

この時期は、早期に積極的な対応をすることが

重要です。 ※認知特性とは、視覚、聴覚等の五感から入る情報に対す

る記憶力、理解力、表現力、コミュニケーション能力、集中力等、個人差による

得意・不得意のことです。 

養護教諭 

時間の経過 

欠

席

日

数 

この時期は、その子のもっている

特性を把握し、休養をとり、心身を安

定させることが大切です。 

また、本人とともに保護者の不安

が和らぐように相談機関とつなぐこ

とが必要です。 

精神的に安定し、状態に変化が少なく膠

着しているように見えますが、エネルギーが

貯まり始める時期です。 

進学や就職のための

活動ができるようにな

る時期です。まだ本人

の気持ちは不安定で、

具体的な支援が必要で

す。 

学校復帰や就職

が実現し、将来に結

び付いた自立した

活動の見通しがも

てるようになりま

す。軌道に乗るまで

の支援が必要で

す。 

通級指導教室の利用 

こころの健康相談（清須保健所） 

0587-21-2251 ※引きこもりについての相談 

「やってみようかな」「がんばりたい！」 「学校に行きたくない・・・」 

ブリッジルーム（学習支援教室） 

の利用（社会福祉協議会） 

心身の健康 

学校生活 

生育環境 

人間関係のトラブル 

コミュニケーション 

認知の特性 学習理解 

家族の悩み 

食生活（偏食） 

経済状況 

ネット・ゲーム依存 

健康状態 

コンプレックス 

 全国的に不登校の児童生徒が増加しており、稲沢市も例外ではない状況です。不登校は「問題行動」ではありません。多様な要因・背景が複雑に絡み合い、結果として登校しぶりや不登校の状態になっている場合

が多く、学校関係者、保護者、医療機関等の外部機関が連携し、不登校が学業の遅れや進路選択上の不利益、社会的自立の妨げにならないよう不登校児童生徒に寄り添った対応が必要となります。 
また、不登校を未然に防ぐためには、学校や家庭が安心で安全な居場所になるよう留意することや、周囲の大人が児童生徒のＳＯＳを早期にキャッチできるよう緊密に連携していくことが重要です。 

↑欠席日数のイメージ 

活動期 

 主な相談先の目安   


